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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】自動運転車
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両が外部との接触後に当該車両を安全に退避させる自動運転車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１には、運転者が適切に運転操作を実施可能な状態にない場合、運転中
の車両を迅速にかつ安全に退避させる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２２８０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の技術は、運転者が適切な運転ができない状況の場合、車両の進
行方向の道路を縦横に分割したマップ上に、進路変更リスク、減速停止リスク等のリスク
事項を地図情報及び画像センサからの情報を基に数値化してマッピングし、そのマップに
従って車両を自動運転により退避させるものである。しかし、この技術では、最も右の車
線がリスク分析の対象外となっており、よって、反対車線への移動も検討されていない。
従って、退避位置を更に広範囲に判断することにより、より安全にかつ迅速に車両を退避
させることが必要である。
【０００５】
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よって、本発明の目的は、他の車両との接触等の後に自動運転車を迅速に安全な位置に退
避させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明においては、道路及び施設等の情報を格納する地図情報格納手段と、目的地及び経
由地を設定する位置設定手段とを備え、カーナビゲーション機能により設定された走行ル
ートに沿って、上記経由地を経て上記目的地へ自動的に走行する自動運転車であって、　
当該自動運転車の走行中に外部との接触を検出する接触検出手段と、上記自動運転車の走
行中に上記接触検出手段が上記接触を検出することにより、停車地を決定し、当該停車地
を新たな経由地として上記位置設定手段に自動的に設定させる制御手段と、を有する。
【０００７】
この構成により、停車位置として決定した位置を自動的に新たな経由地として設定するた
めに、短時間でありかつ極めて簡単なプロセスを経て、自動運転車をより迅速にかつ安全
に経由地を経て目的地まで自動運転させることができる。
【０００８】
また、本発明の自動運転車においては、上記停車地は、上記自動運転車が現在走行する道
路の走行車線側又は反対の走行車線側にある。
【０００９】
この構成により、上記停車地の決定範囲は、現在の走行車線側だけでなく、反対の走行車
線側も含まれるために、停車位置をより広い範囲において決定できる。
【００１０】
また、本発明の自動運転車においては、上記自動運転車が走行中の道路における現在の走
行車線側及び反対の走行車線側の各交通量を検出する交通量検出手段を有し、上記制御手
段は、当該検出結果に基づいて、上記現在の走行車線側又は反対の走行車線側のどちらか
一方の停車地を経由地として上記位置設定手段により設定させる。
【００１１】
この構成により、自動運転車は、現在走行中の道路において現在の車線側に停車位置を設
定するか又は反対車線側に停車位置を設定するかについて、その交通量に基づいて判断さ
れることにより、より安全な停止位置を設定することができる。
【００１２】
また、本発明の自動運転車においては、更に、上記地図情報格納手段に格納された地図情
報により停車する区域を検出する停車地検出手段を有し、当該停車地検出手段は、上記接
触検出手段が上記接触を検出することにより、上記自動運転車が現在走行中の道路であっ
て進行方向の最も左側の走行車線内にて又は反対の走行車線の進行方向の最も左側の車線
内にて、上記進行方向に沿って所定の距離を有する区域を上記地図情報格納手段に格納さ
れた情報により検出し、上記制御手段は、当該停車地検出手段が検出した上記区域内にて
走行方向の最も前方の停車地を新たな経由地として上記位置設定手段に設定させる。
【００１３】
この構成により、自動運転車を停車させる位置の決定において、車両の進行方向に沿って
所定の距離の区域内の最も前方位置を設定することにより、より安全な停車可能な位置を
確保することができる。
【００１４】
更に、本発明の自動運転車において、更に、音声にて上記走行ルートを案内する音声報知
手段を有し、上記音声報知手段は、上記自動運転車の接触後、上記自動運転車が上記設定
された停車地への走行を開始する前に、直進して停車する旨又は右折して停車する旨を音
声案内する。
【００１５】
この構成により、ユーザは、自動運転車が接触後に直進して停車するのか又は右折して停
車するのかを確認でき、その後の走行に注意を喚起することができる。
【００１６】
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また、本発明の自動運転車においては、更に、ユーザの音声によって直進走行か又は右折
走行かの指示をする音声指示手段を有し、上記制御手段は、上記自動運転車の接触後、上
記自動運転車の停車地への走行を開始した後に上記音声指示手段からの指示を検出した場
合、その指示に沿った走行に基づいて設定された停車地を新たな経由地として上記位置設
定手段により設定させる。
【００１７】
この構成により、ユーザが現行の停車予定の位置について何らかの障害物等を発見した際
に、その位置を即座に変更することができるために、より安全で迅速な停車が可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の自動運転車の実施の形態における回路構成ブロック図である。
【図２】本発明の自動運転車の実施の形態における機能構成ブロック図である。
【図３】本発明の自動運転車の実施の形態における動作フローチャートである。
【図４】本発明の自動運転車の実施の形態における自動運転の走行説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、図面に沿って本発明の自動運転者の実施の形態について説明する。尚、本発明
は、以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００２０】
図１を参照して、本発明の自動運転車の実施の形態における回路構成等について詳細に説
明する。本実施の形態の自動運転車は、手動運転機能、自動運転機能、カーナビゲーショ
ン機能等を備える。よって、本自動運転車の自動運転機能については、ＣＰＵ等からなる
制御部１２５がアクセル、ブレーキ、ハンドル等の運転操作を自動的に制御する。また、
本自動運転車は、カーナビゲーションにより走行ルートが設定され、そのルートに沿って
後述するカメラ部１１２及びレーダ部１１４によって自動走行する。尚、カメラ部１１２
は、主に車外の路上の映像を撮像し、レーダ部１１４は、車外の物体との距離を計測する
。また、自動運転車には、自動走行のための人工知能も採用されている。
【００２１】
先ず、エンジン駆動制御部１０１は、エンジンを駆動させるエンジン駆動部１０２を制御
し、エンジンの回転数を上下させ、更にブレーキ機能も有する。ステアリング機能制御部
１０３は、運転者又は自動運転機能による本自動運転車の操舵を担うステアリング駆動部
１０４を制御する。カーナビ機能部１０５は、自車位置をGPS機能により検出し、データ
ベース部１０６に格納された道路情報、交通規制情報、施設情報等を基にユーザにより設
定された目的地（経由地を含む）までの道筋（ルート）を表示し、表示や音声により案内
する。尚、ユーザが目的地を設定する際には、表示部１０７に表示された事項をタッチパ
ネル機能部１０８により選択又は入力して設定する。また、車内スピーカ部１２０を利用
すれば音声認識部１２１が作動して、ユーザが発した言葉を音声認識することにより、音
声により設定することもできる。
【００２２】
　また、自動走行指示部１０９は、自動運転車の自動走行を指示するものであり、表示部
１０７に指示画面を表示させ、タッチパネル機能部１０８を利用して自動走行を指示する
ことができる。尚、車内スピーカ部１２０を利用すれば、音声認識部１２１が作動して音
声指示することもできる。音声合成生成部１１０は、特定の音声情報を記憶しており、そ
の情報から選択した情報を合成して車内スピーカ部１２０から発声出力させる。無線受信
部１１１は、現在の一時的な交通情報、例えば、交通止めや渋滞情報を無線受信して、デ
ータベース部１０６に格納された情報に反映させるものである。
【００２３】
カメラ部１１２は、車外の前方、後方及び側方の映像を入手し、画像情報メモリ部１２４
に格納する。車外マイク部１１３は、車外の音声を入手し、音声情報メモリ部１２２に格
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納する。レーダ部１１４は、本車両の前方及び後方に設けられ、移動体との距離を計測す
る。センサ部１１５は、車外の物体、例えば、他の車両との接触や衝突を検出する。この
センサ部１１５は、車体の前部、後部及び側部に設けられた油圧センサ（図示せず）を有
し、車体前部及び後部においては、油圧センサに連結されたバンパー（図示せず）が押さ
れることにより接触を検出するものである。
【００２４】
　標識・規制認識部１１６は、データベース部１０６や画像情報メモリ１２４に格納され
た画像情報や映像情報から交通標識や一時規制の表示板等を画像認識部１２３により検出
し認識する。走行車両認識部１１７は、カメラ部１１２が撮った映像が格納された画像情
報メモリ部１２４内の画像情報、及び、車外マイク部１１３から入力されて音声情報メモ
リ部１２２に格納された音声情報を基に、近隣（現行の走行車線上及び反対車線上）を走
行する車両の数を計測する。即ち、この走行車両認識部１１７は、上記映像内の自車を追
い越す走行車両又は自車方向に向かってくる反対車線の走行車両を画像認識し、その数を
計測する。尚、夜間においては、ヘッドライト又はテールランプの数を計測することにな
る。また、この走行車両認識部１１７は、上記音声情報（音の高低の変化、音の大小の変
化等）について他の車両の通過（現行車線と反対車線）を検出し、交通量を計測する。従
って、上記画像情報による交通量の計測結果と上記音声情報による交通量の計測結果との
うちその数が多い方が採用されて、制御部１２５により所定の数と比較される。
【００２５】
　地図区域認識部１１８は、データベース部１０６及び画像情報メモリ１２４に格納され
た情報を基に車両の進行方向（前側、後ろ側の両方）に沿った一定の長さの区域を検出す
る。また、車内マイク部１１９は、主にユーザの声を入力すると、音声認識部１２１が作
動して自動運転に指示を与える。車内スピーカ部１２０は、音声情報メモリ部１２２に格
納された所定の音声を発声出力する。制御部１２５は、上述の各部をそれぞれ制御する。
また、この制御部１２５は、時計機能を有している。
【００２６】
以下に、図２を参照して、本発明の自動運転車の実施の形態における機能構成等について
詳細に説明する。上述のように、本実施の形態では自動運転車は、手動運転機能、カーナ
ビゲーション機能、自動運転機能等を備えた自家用車であるため、この自動運転車は、ア
クセル、ブレーキ、ハンドル等の運転操作を制御する運転操作手段１を備える。また、カ
ーナビゲーション機能については、道路、施設等の地図情報や交通標識等の情報を格納す
る地図情報格納手段２、交通情報を入手する無線受信機能を有する交通情報入手手段３が
受信した一時的な交通規制等の交通情報を格納する交通情報格納手段４、ユーザが任意の
目的地及び経由地を設定する位置設定手段５、設定された走行ルートや現在走行中の車両
の位置及び道路等を表示する表示手段６を備える。
【００２７】
　よって、運転操作手段１は、エンジン制御部１０２、エンジン駆動制御部１０１、ステ
アリング駆動部１０４、ステアリング駆動制御部１０３と対応する。地図情報格納手段２
は、データベース部１０６に対応する。交通情報入手手段３は、無線受信部１１１に対応
する。交通情報格納手段４は、データベース部１０６に対応する。位置設定手段５は、タ
ッチパネル機能部１０８、表示部１０７、データベース部１０６に対応する。更に、表示
手段６は、表示部１０７に対応する。
【００２８】
そして、この自動運転車は、上記各手段を制御して自動運転を指示する自動走行指示手段
７Ａと、ユーザが対話型モードと自律型モード（後述）とのどちらかを設定するモード設
定手段７Ｂを備える。尚、この自動運転では、撮像手段８Aにより車両の前方及び後方（
車両側面を含む）を撮像した撮像情報を撮像情報格納手段８Bに格納させ、道路上の障害
物や通行中の人を判断して衝突を回避しながら自動走行する。よって、自動走行指示手段
７Aは、自動走行指示部１０９とタッチパネル機能部１０８、又は、車内スピーカ部１２
０と音声認識部１２１に対応する。モード設定手段７Bは、タッチパネル機能部１０８、
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表示部１０７、又は、車内マイク部１１９及び音声認識部１２１に対応する。更に、撮像
手段８Aは、カメラ部１１２に対応し、撮像情報格納手段８Bは、画像情報メモリ１２４に
対応する。
【００２９】
更に、この自動運転車は、車体が外部と接触したことを検出する接触検出手段１０を備え
ている。よって、接触検出手段１０は、センサ部１１５に対応する。更に、音声取得手段
９Aは、車外の音声を取得して、音声情報格納手段９Bに格納する。よって、音声取得手段
９Aは、車外マイク部１１３に、また、音声情報格納手段９Bは、音声情報メモリ部１２２
に対応する。
【００３０】
また、この自動運転車は、所定の区域、現在位置から前方に進行して、１００メートル以
内での右折を規制する標識等の有無の情報を、地図情報格納手段２、交通情報格納手段４
及び撮像情報格納手段８Bの各情報から検出する右折規制検出手段１１を備える。よって
、右折規制検出手段１１は、標識・規制認識部１１６に対応する。
【００３１】
また、この自動運転車は、現在走行している車線と対向車線との両方の走行方向において
、所定時間内の走行車両の数が所定の数より多いか否かを検出する交通量検出手段１２を
備えている。この交通量検出手段１２は、撮像手段８により撮像されて撮像情報格納手段
９に格納された映像及び音声取得手段９Aにより取得し音声情報格納手段８Bに格納された
音声情報に基づいて、所定時間内に交通量が所定の量（数）を超えているかを判断する。
即ち、この交通量検出手段１２は、映像内の自車を追い越す走行車両又は自車方向に向か
ってくる走行車両を画像認識し、その数を計測する。尚、夜間においては、交通量検出手
段１２は、ヘッドライト又はテールランプの数を計測することになる。また、この交通量
検出手段１２は、接触後の車外の音声を音声取得手段９Aにより入手しかつ音声情報格納
手段９Bに格納し、その音声（音の高低の変化、音の大小の変化）について他の車両の通
過を検出し、交通量を計測する。
【００３２】
従って、上記画像情報による交通量の計測結果と上記音声情報による交通量の計測結果と
のうちその数が多い方が採用されて、制御手段１６により所定の数と比較される。よって
、交通量検出手段１２は、走行車両認識部１１７に対応する。尚、制御手段１６は、上述
の接触後の走行車線の決定について、現行の走行車線と反対車線の交通量の計測結果のう
ち、交通量が少ない方を自車を停車させる車線として優先することもできる。
【００３３】
また、この自動運転車は、現在走行中の車線及び反対車線において、車両の走行方向に沿
って所定の区域、即ち、接触が検出された地点から走行方向の１００メートル内に自家用
車が３台停車可能な区域（約２０メーター）を検出する停車地検出手段１３を備える。こ
こで、制御手段１６は、接触検出手段１０が外部との接触を検出することにより、撮像手
段８が撮像して撮像情報格納手段９に格納された映像において、上記検出した時刻に対応
する映像に所定のマーク（文字、記号）を付加する（日時等の文字の色の変化を含む）よ
うに制御する。よって、停車地検出手段１３は、地図区域認識部１１８に対応し、制御手
段１６は、制御部１２５に対応する。
【００３４】
更に、この自動運転車は、接触検出手段１０が外部との接触を検出し、上述のように、現
在走行中の道路における前方最も左側の車線又は反対車線の最も左側の車線の後方（右折
後の走行方向前方）に停車可能な区域を検出すると、音声により直進して停車するか又は
反対車線に停車するかを音声で報知する音声報知手段１４を備え、対話型モード（後述）
において、報知された区域に同意の意思又は反対の意思を音声で指示する音声指示手段１
５を備え、自動運転車は上記指示された区域に停止することになる。また、自律型モード
（後述）では、自動運転車は、音声報知手段１４が報知した後にユーザの音声に拘わらず
自動的に報知した区域に自動的に停止する。更に、制御手段１６は、上記各手段全体を制
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御する。よって、音声報知手段１４は、車内スピーカ部１２０に、また、音声指示手段１
５は、車内マイク部１１９及び音声認識部１２１に対応する。
【００３５】
以下に、図３を参照して、自動運転車の動作を説明する。ユーザが位置設定手段５により
目的地及び経由地を設定すると（ステップ１）、地図情報格納手段２に格納された地図情
報（交通標識情報を含む）を基に、交通情報入手手段３が入手して交通情報格納手段４に
格納された通行規制等の交通情報に従って走行ルートが設定され、その走行ルートは表示
手段６に表示される。
【００３６】
次に、ユーザが自動走行指示手段７Ａにより自動走行を指示すると自動運転が開始され（
ステップ２）、制御手段１６は、運転操作手段１を制御して自動運転を開始する。尚、上
述の通り、走行モードは、対話型モードと自律型モードをモード設定手段７Ｂにより設定
することができるが、ユーザが対話モードを設定しなければ、自律型が自動的に設定され
る。
【００３７】
ステップ３にて、自動運転による走行中に、接触検出手段１０が自動運転車と外部（他の
自動車）との接触を検出した場合（図４参照）、早急に一時停止を試みる必要がある。ス
テップ４にて、停車地検出手段１３は、現在走行中の道路において前方最も左車線内に（
一車線のみの場合その片側道路において）一般的な長さの自家用車が停車可能な区域（約
２０メートル）の有無を検出する。上記区域であれば、自家用車が少なくとも３台停車す
ることができる。
【００３８】
ステップ４にて停車地検出手段１３が上記区域（図４の区域Aを参照）を検出した場合、
ステップ５に移行して、交通量検出手段１２は、上記最も左車線における（一車線のみの
場合その片側道路における）車両の１分間の交通量を計測し、所定の交通量３０台以上で
あれば、ステップ６に移行する。ステップ６にて、右折規制情報検出手段１１は、地図情
報格納手段２、交通情報格納手段４、撮像情報格納手段９のいずれかから、現在走行中の
道路前方にて１００メータ以内において右折禁止等の反対車線に移動することを規制する
交通情報の有無を検出する。
【００３９】
ステップ６にて、右折規制情報検出手段１１による検出が無い場合、ステップ７に移行し
て、停車地検出手段１３は、現在走行中の道路の反対車線において最も左側車線に（一車
線のみの場合、その片側道路において）一般的な自家用車が停車可能な区域（約２０メー
トル）の有無を検出する。ステップ７にて、停車地検出手段１３が上記区域（図４の区域
Ｂを参照）を検出した場合、ステップ８に移行して、交通量検出手段１２は、反対車線の
最も左側車線における（一車線のみの場合その片側道路における）車両の１分間の交通量
を計測し、所定の交通量３０台以下であれば、ステップ９に移行する。
【００４０】
ステップ８にて交通量検出手段１２が所定の交通量より少ないと判断した場合、ステップ
９にて、音声報知手段１４は、「反対車線に停止します。」と音声案内する。ここで、ユ
ーザが対話型モードを設定していれば、ステップ１０において、制御手段１６は、ユーザ
がからの音声案内とは異なる指示、即ち、「直進して停止。」との音声指示手段１５から
の音声指示が所定時間内（5秒以内）に無いか判断する。
【００４１】
ステップ１０において、制御手段１６が上記異なる指示が無いと判断した場合、制御手段
１６は、位置設定手段５を作動させ、停車地検出手段１３が検出した反対車線上の区域内
の最も前方位置（右折後の進行方向）を新たな経由地又は目的地として設定する。これに
より、図４を参照して、自動運転車は、自動走行により右折し（ステップ１１）、上記区
域の最も前方位置に停車する（ステップ１２）。
【００４２】
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また、ステップ１０において、制御手段１６が上記異なる指示があったと判断した場合、
制御手段１６は、位置設定手段５を作動させ、停車位置検出手段１３が検出した現在走行
中の道路の前方最も左車線の上記検出した区域内の最も前方位置（走行方向）を新たな経
由地又は目的地として設定する。これにより、図４を参照して、自動運転車は、現在の道
路を直進し(ステップ１５)、上記区域の前方位置に停止する（ステップ１２）。
【００４３】
このユーザからの音声指示機能は、ユーザが右折することが何かしらの突発的な事情によ
り危険があると判断した場合又はユーザが右折して停止する場所に突然他の車両が停止し
たことを目視確認した場合等に極めて有効である。
【００４４】
一方、ユーザが自律型モードを設定していれば、音声指示手段１５によるユーザの指示に
拘わらず、停車地検出手段１３が検出した反対車線上の区域の最も前方位置（右折後の走
行方向）を新たな経由地又は目的地して設定する。これにより、自動運転車は、自動走行
により右折し（ステップ１１）、上記前方位置に停車する（ステップ１２）。
【００４５】
更に、ステップ５において、交通量検出手段１２が所定の交通量以下を検出した場合、ス
テップ１３に移行し、上述のように、対話型モードであれば、ユーザの異なる指示の有無
により（ステップ１４）、ステップ１１又はステップ１５に移行し、最終的にステップ１
２にて自動運転車は停止する。一方、自律型モードであれば、上述のように、ステップ１
３からステップ１５に移行し、最終的にステップ１２にて自動運転車は停止する。
【００４６】
また、ステップ６において、右折規制検出手段１１が上記右折規制を検出した場合、ステ
ップ１３に移行する。また、ステップ７において、停車地検出手段１３が反対車線の後方
（右折後の走行方向の前方）の自車から所定の距離内に上記区域を検出しない場合には、
ステップ１３に移行する。また、ステップ８において、交通量検出手段１２が反対車線に
て所定時間内（１分間）に所定の交通量（３０台）以上であれば、ステップ１３に移行す
る。ステップ１３では、音声報知手段１４は、「直進して停止します。」と音声案内する
。ここで、ユーザが対話型モードを設定していれば、ステップ１４において、制御手段１
６は、ユーザがからの音声案内とは異なる指示、即ち、「反対車線に停止。」との音声指
示手段１５からの音声指示が所定時間内（5秒以内）に無いか判断する。
【００４７】
ステップ１４において、制御手段１６が上記異なる指示が無いと判断した場合、制御手段
１６は、位置設定手段５を作動させ、停車地検出手段１３が検出した現在走行中の道路の
最も左側車線上の区域内の最も前方位置（直進方向）を新たな経由地又は目的地として設
定する。これにより、図４を参照して、自動運転車は、自動走行により直進し（ステップ
１５）、上記区域の最も前方位置に停車する（ステップ１２）。
【００４８】
また、ステップ１４において、制御手段１６が上記異なる指示があったと判断した場合、
制御手段１６は、位置設定手段５を作動させ、停車位置検出手段１３が検出した現在走行
中の道路の反対車線の最も右車線の上記検出した区域内の最も前方位置（右折後の直進方
向）を新たな経由地又は目的地として設定する。これにより、図４を参照して、自動運転
車は、現在の道路を右折し(ステップ１１)、上記区域の前方位置に停止する（ステップ１
２）。
【００４９】
このユーザからの音声指示機能は、ユーザが直進することが何かしらの突発的な事情によ
り危険があると判断した場合又はユーザが直進して停止する場所に突然他の車両が停止し
たことを目視確認した場合等に極めて有効である。
【００５０】
一方、ユーザが自律型モードを設定していれば、音声指示手段１５によるユーザの指示に
拘わらず、停車地検出手段１３が検出した現在走行中の道路の最も左側車線上の区域の最
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も前方位置（直進方向）を新たな経由地又は目的地して設定する。これにより、自動運転
車は、自動走行により直進し（ステップ１５）、上記前方位置に停車する（ステップ１２
）。
【００５１】
また、交通量検出手段１２が検出した現行の走行車線と反対車線の交通量について、少な
い方を優先的に停車地として決定する場合には、図３において、ステップ５では、交通量
検出手段１２は、上記両方の車線の交通量を計測し、制御手段１６は、現行の車線の方が
交通量が少ないかを判断することになる。更に、ステップ７では、停車地検出手段１３が
停車に適した区域を検出した場合、ステップ９に移行することになる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
本発明は、自動運転車技術において、他の車両等との接触の後に自動運転車を迅速に安全
な位置に退避させることが可能であり、高い産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００５３】
１　　運転操作手段
２　　地図情報格納手段
３　　交通情報入手手段
４　　交通情報格納手段
５　　位置設定手段
６　　表示手段
７Ａ　自動走行指示手段
７Ｂ　モード設定手段
８　　撮像手段
９　　撮像情報格納手段
１０　接触検出手段
１１　右折規制検出手段                                                          
                  
１２　交通量検出手段
１３　停車地検出手段
１４　音声報知手段
１５　音声指示手段
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路及び施設等の情報を格納する地図情報格納手段と、目的地及び経由地を設定する位
置設定手段とを備え、カーナビゲーション機能により設定された走行ルートに沿って、上
記経由地を経て上記目的地へ自動的に走行する自動運転車であって、
　当該自動運転車の走行中に外部との接触を検出する接触検出手段と、
　前記自動運転車の走行中に前記接触検出手段が上記接触を検出することにより、停車地
を決定し、当該停車地を新たな経由地として前記位置設定手段に自動的に設定させる制御
手段と、
を有することを特徴とする自動運転車。
【請求項２】
　請求項１記載の自動運転車において、
　上記停車地は、前記自動運転車が現在走行する道路の走行車線側又は反対の走行車線側
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にあることを特徴とする自動運転車。
【請求項３】
　請求項１記載の自動運転車において、
前記自動運転車が走行中の道路における現在の走行車線側及び反対の走行車線側の各交通
量を検出する交通量検出手段を有し、
前記制御手段は、当該検出結果に基づいて、上記現在の走行車線側又は反対の走行車線側
のどちらか一方の停車地を経由地として前記位置設定手段により設定させることを特徴と
する自動運転車。
【請求項４】
　請求項１記載の自動運転車において、
　更に、前記地図情報格納手段に格納された地図情報により停車する区域を検出する停車
地検出手段を有し、
前記停車地検出手段は、前記接触検出手段が上記接触を検出することにより、前記自動運
転車が現在走行中の道路であって進行方向の最も左側の走行車線内にて又は反対の走行車
線の進行方向の最も左側の車線内にて、上記進行方向に沿って所定の距離を有する区域を
前記地図情報格納手段に格納された情報により検出し、
前記制御手段は、当該停車地検出手段が検出した上記区域内にて走行方向の最も前方の停
車地を新たな経由地として前記位置設定手段に設定させることを特徴とする自動運転車。
【請求項５】
請求項１記載の自動運転車において、
更に、音声にて上記走行ルートを案内する音声報知手段を有し、
前記音声報知手段は、前記自動運転車の接触後、前記自動運転車が上記設定された停車地
への走行を開始する前に、直進して停車する旨又は右折して停車する旨を音声案内するこ
とを特徴とする自動運転車。
【請求項６】
　請求項１記載の自動運転車において、
更に、ユーザの音声によって直進走行か又は右折走行かの指示をする音声指示手段を有し
、
　前記制御手段は、前記自動運転車の接触後、前記自動運転車の停車地への走行を開始し
た後に前記音声指示手段からの指示を検出した場合、その指示に沿った走行に基づいて設
定された停車地を新たな経由地として前記位置設定手段により設定させることを特徴とす
る自動運転車。
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